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研究開発組織および 制度の改革をめぐる 産官学の課題 
一 これまでの政策論議の 視，点から 一 

永田晃 也 ( 科学技術政策研究所 ) 

Ⅰ・ はじめに 

本報告では、 わが国の研究開発 組窩 および制度について、 近年の政策計議の 中で指摘されてきた 

産官学の主な 課題を取り上げ、 それらに関連する 譚査 データを概観するとともに、 若干の問題提起 

を 行 う 。 今回参照した 資料は、 各種畜講会報告、 行政監察結果報告、 民間団体による 提言、 学講経 

験者の卓 語 録など多岐に 宣 るが、 ここでは公表時期が 新しく、 かっ政策課題を 最も包括的に 推理し 

た 資料と思われる 産業構造 審 講会・産業技術音詩会の 合同会議報告書Ⅰ科学技術創造立国への 道を 

切り 拓く 知的資産の創造・ 活用に向けてⅠ (1995 年 6 月 ) を中心として 検討を進める。 

なお本報告 中 、 意見に 亘 6 部分は全て筆者個人の 見解によるものであ り、 何ら科学技術政策研究 

所の見解を反映するものではない。 

2. 課題のカテゴリー 

「 阻億 」には様々な 定義が試みられているが、 本報告では「あ る目標を達成するための 諸整 の 仕 

租み 」 ( 今井 他監侮 、 1988) を 租俺 とする最大公約数的な 定義を以て、 課題領域の範囲を 考える。 

また「制度」とは 法規的に条件づけられた 謂 整の仕組み、 ないし調整過程を 条件づける法規的側面 

として捉えることにする。 

では近年においては、 どのような環境の 変化が研究開発 組 共による 謂 整を要請しっ っ あ るの た ろ 

うか。 この点に関する 前述の産構審・ 産技審 合同報告書 ( 以下、 合同報告 ) の基本認識は 、 つ ぎの 

ように要約できるであ ろう。 すなわち、 国史的な競争環境が 厳しさを増す 中でわが国の 技術力水準 

が 相対的に位下しつつあ る一方、 急速な円高の 進行に伴う収益の 悪化を背景として 民間企業の研究 

開発投資は停滞している。 このような状況の 下では、 研究開発成果の 獲得に当って 外部資源を活用 

することが合理的であ り、 外部経済性などの 社会資本的性格を 有する「知的資産」を 創造していく 

ために積極的な 先行投資と制度改善に 取り組む必要があ る、 というものであ る。 

こうしたパースペクティブの 下で「合同報告」が 現状の研究開発 租轄は ついて指摘している 諸問 

題は、 つぎの二点に 集約できる。 

一 つは 、 組織の硬直性が 外部資源の有効利用を 阻害しているという 点であ り、 具体的には「産学 

官の間の資金面の 流動性」に係る 制約と、 「研究開発人材交流に 係る活動制限」が 挙げられている。 

資金面の流動性に 係る制約については、 「スペースや 設備等を始め、 研究開発や交流に 必要な資金 

も 不十分であ るため、 連携・交流が 十分に行われていないのが 現状であ る」とした上、 さらに大学、 

国立研究機関については、 民間からの資金受入れに 関する制度的な 制約が例示されている。 また、 

人材交流に係る 制約としては「制度的手当てが 不足している 上、 特に研究公務員に 関しては、 国家 

公務員法等の 諸法令により、 その活動が厳格に 制限されている」としている。 以上のような 流動性 

の 制約は 、 専ら学と何とに 顕著な問題として 捉えられている。 
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もう一つは、 租轄 内における資源の 有効利用、 すなわち研究開発マネジメントに 関わる問題であ 

る 。 Ⅰ合同報告Ⅰはこの 点について、 つ ぎのように述べている。 

「国が関与する 研究開発マネジメントについては、 臆 動的な対応や 効率性追及の 視点、 あ るいは 

創造的な研究開発活動の 実施の観点から、 必ずしも十分でないとの 指摘がなされており、 これ 

らの面でのマネジメントの 強化を図る必要があ る。 また、 民間企業における 研究開発マネジメ 

ント においても、 横並び主義、 独創的研究開発への 取り組みの欠如、 研究開発資源の 全てを 手 

当てしようとする 総花主義等のマネジメントの 問題点が一部 指 持されている。 」 

Ⅰ合同報告 ゴは 、 以上のような 考察を踏まえて 租俺 ・制度改革に 関連する課題を 提示しているが、 

これを「 租俺間 における外部資源の 有効利用」および「 租億 内における効果的なマネジメントの 推 

進 」というカテゴリ 一に分けて推理すると、 表 Ⅰのようにまとめられる。 

表 1. 租俺 ・制度をめぐる 主な課題 

産 学 官 

Ⅰ・ 租轄間 における外部資源の 有効利用 

(1) 資金面の流動性に 関する制約の 緩和 

①国立大学等の 資金受入れ手続きの 簡素化   

②私立大学等への 寄付金に係る 損金算人枠の 撤廃   

③国立研究所における 民間からの寄付受入れの 許容   

④国立研究所における 受託研究の柔軟化   

(2) 外部資源の積極活用による 資金利用の効率化   

(3) 研究開発人材交流に 係る活動制限の 緩和 

国家公務員法等の 諸法令による 研究公務員の 活動制限の緩和   

2. 組織内における 効果的なマネジメントの 推進 

( Ⅰ ) 自由で競争的な 研究開発環境の 整備 

①評価体制の 整備、 評価に基づく 計画の機動的見直し   

②研究支援産業等への 研究開発活動の 一部外部化   

③資金利用に 係る研究所長やリーダ 一の裁量の拡大   

④特殊法人が 介在して行う 共同研究等における 事務処理の簡素化   

⑤所属部署等を 越えて研究者の 能力が発揮される 体制の整備   

⑥能力本位主義に 基づく個人・ 組 窩へのメリットの 還元     

(2) 戦略的研究開発の 実現に向けた 体制の構築 

①横並び主義からの 脱却   

②研究開発投資の 重点化   

③市場動向や 社会ニーズに 応じた研究開発の 実施   

注 : * は 各課題の該当する 研究開発主体の 区分を示す。 
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3. 問題提起 

Ⅰ合同報告Ⅰでは 以上の他、 租俺 ・制度に関連する 課題として、 独創的な研究開発のインセンテ 

イブ を高めるための 知的財産権 の「適切な保護強化」 や 、 資金調達における 知的財産権 の利用促進 

( 知的財産権 を担保とする 融資の実現等 ) を挙げている。 

こうした広範な 政策課題 が、 各々の合理的な 根拠を持っていることは 言うまでもない。 しかし、 

個々の政策課題は、 一般 計 としては他の 課題と本質的に 矛盾する場合があ る。 例えば、 「知的資産」 

が 持つ消費の排除不可能性や 外部経済性といった 社会資本的な 性格の有効利用と、 その所有権 の保 

護強化とは、 政策効果の面からみて 交換 ( トレード・オフ ) 関係に立つものと 考えられる。 また、 

「覚部資源」の 活用という方策は、 当該資源を保有する 外部機関の利害と 対立しない ( その機関に 

とっての外部不経済が 発生しない ) という点が保証されなければ、 ト一 タル としての技術力の 向上 

や 知的資産の創造という 目的からみた 場合に、 有効な手段として 期待できないかも 知れない。 

従って、 今後の政策計議において 重要なポイントとされるべきは、 各種の政策の 相互作用がもた 

らすであ ろう効果をト 一 タル に評価するとともに、 必要に応じて 政策課題のプライオリティを 明ら 

かぼすることであ ろう。 

そのための予備的な 考察を展開することは 本報告の課題をはるかに 越えるが、 ここでは、 今後の 

詳計を進める 上で参考になると 思われる若干のデータを 提示しておきたい。 

4. 調査データ 

まず、 租 株間における 外部資源の有効利用に 関する実態並びに 問題点を、 産学官の共同研究等に 

沿って概観する。 未来工学研究所が 1992 年度に科学技術庁の 委託により実施した「国研等の 研究機 

器 ・設備の共同利用の 推進方策に関する 謂査 Ⅰでは、 民間企業の研究所長・ 70Q 人 、 大学教授 3Q0 大 

を対象としたアンケート 調査を行い、 国研等 ( 国立試験研究機関および 特殊法人 ) との研究交流の 

実態について 聞いている。 有効回答数は、 企業 305 、 大学 207 と報告されている。 

このデータによると、 国研等に対して 共同研究の申し 込みを行ったことのあ る企業関係者は 27.2 

% 、 大学教授は 39.1% であ る ( 無 回答データは 申し込み経験なしに 含める ) 。 また、 申し込み経験 

のあ る回答者のうち 企業では 12.0%  (10 人 ) 、 大学では 11.1% ( 9 人 ) が、 「祈られたことがあ る」 

としている。 

この「断られたことがあ る」回答者に 対して複数回答で 理由を尋ねたところ、 企業では「当該 年 

度 予算枠が満杯で 対応できない」という 理由が 7 件で最も多く、 ついで「特定の 民間企業への 便宜 

供与はできない」 ( 4 件 ) 、 「受入れ体制が 未整備」 ( 4 件 ) 等となっている。 また大学について 

は 、 「申し込まれたテーマに 興味のあ る研究者がいない」 ( 4 件 ) 、 「対応する人員がいない」 

( 4 件 ) 等の人材に関する 理由で断られたとされている。 

表 2 には同資料から、 どのような問題点が 国研等との共同研究実施に 捺して重大と 認識されてい 

るかに関するデータを 引用した。 これによると 企業は、 「相手になってくれる 研究者を見つけにく 

い 」、 「研究テーマに 関する情報が 得られない」といった 情報アクセスに 関する問題と、 「 拮果 が 

公開されてしまう 可能性が高い」、 「特許等の成果の 帰属でメリットが 少ない」といった 知的財産 

権 に関連する問題点が 重要としている。 また大学においては、 「手続きが複雑 で 時間がかかる」と 

する回答頻度が 最も高く、 これについで 情報アクセスに 関する問題が 挙げられている。 
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表 2    国研等との共同研究実施に 関する 問 要点 ( 複数回答 ) 

( 単位 : %) 

企 業 大 学 

研究テーマに 関する情報が 得られない 55.4  41.1 

柏手になってくれる 研究者を見つけにくい 61.6  44.4 

手続きが複雑で 時間がかかる 47.5  48.8 

必要な費用が 高 い 35.4  32.4 

拮果 が公開されてしまう 可能性が高 い 52. 1 7.7 

特許等の成果の 帰属でメリットが 少ない 54. 1 7.7 

付帯設備 ( 宿泊や開放研究室など ) が不備 17.4  38.2 

省庁ごとの制度の 不一致や法解釈の 相違 29.8  38.2 

その他 3.6  4.8 

資料 : 未来工学研究所 (1993) より作成。 

注 : 各問題が重要であ るとする回答数の、 有効回答総数に 占める割合を 示す。 

つぎに、 租 校閲における 外部資源の有効利用に 関連する課題を、 人的流動性の 傭面からみておこ 

ぅ 。 これに関するデータは 、 同じく未来工学研究所が 1993 ～ 94 年度に科学技術庁の 委託により実施 

した『競争的研究環境創出のための 調査』から得られる。 この 譚査 では国立試技研究機関の 部門長、 

国公立大学の 学部長等、 民間企業の研究所長などの 研究管理者計 999 人 ( 有効回収 数 514 人 ) を対 

象として、 流動的研究環境に 関する 意 詩調査が行われている。 

図工は、 研究者の流動化を 促進するためにどのような 仕組みが必要と 考えるかを尋ねた 結果であ 

る 。 このデータからは、 研究管理者は 枕してフェローシップ、 研究者の受入れ・ 派遣、 時限的な研 

究プロジェクト・バラントなどの 既存の制度の 必要性は高く 評価しているが、 新しい採用システム 

や 昇進・昇格システムの 導入に対しては 慎重な態度をとっていることが 窺える。 

競争的・流動的研究環境の 必要性は、 機関の区別によらず 約 8 割の研究管理者が 認めているが、 

「必要だと思わない」とした 回答者にその 理由を尋ねた 拮果 には、 機関ごとに異なった 回答パター 

ンがみられる ( 図 2) 。 特に企業の研究管理者においては 国研や大学等に 比して、 「 租俺 がまとま 

らず本来の使命が 果たせなくなる」、 「研究情報や 研究機密の居 洩 」といった覚部不経済の 発生を 

娃合 する回答が突出している。 

以上のように、 租綾間 における外部資源の 有効利用に関する 問題点に限ってみても、 それらが 知 

的 財産権 や人材育成に 関連する他の 課題領域と相互に 結び付いていることが 分かる。 政策課題の持 

つ インプリケーションが 機関ごとに異なり、 他の課題領域との 両立が困難な 場合もあ り得る。 従っ 

て今後検討を 要する 詩点は 、 もはや政策課題を 個別に列挙することではなく、 それらの相互作用に 

対する伺察を 踏まえた上で、 いかにして政策効果のバランスをとるかを 決めることであ ろう。 
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図工   研究者の流動化を 促進するために 必要な仕組み 
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流動研究 き 向けフ エ 
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時限的な研究プロジェ 
クト・バラントの 拡大 

中途採用の人員 枠 拡大 

流動を前提とした 部 
門・ポストの 新設 
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ファ一機能機関の 新設 

出所 : 未来工学研究所 (1994) 

図 2. 競争的・流動的な 研究環境が必要でない 理由 
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人車・処遇や 研究管理の面 
で 困難さが予想されるから 

現状でも十分に 創造的な研 
究 活動が行われているから 

研究情報や研究機密の 漏洩 
が蛙怠 されるから 

競争や流劫は 我が国の研究 
社会には馴染まないから 目 二コ 

出所 : 未来工学研究所 (1994) 
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